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重点分野に関する取組の中長期目標策定について 

 

１．重点分野に関する取組の中長期目標の設定について 

○  高齢化の進展や地域医療構想による病床の機能分化･連携により、在宅医療

の需要が増加すると見込まれている 2025 年に向けて、重点分野に関する取組を

進めていくにあたり、各団体が連携し、計画的に重点分野に取り組む必要がある。 

 

○  そのために、各団体で共通の中長期目標（2020年、2025年目途）を設定するこ 

と、また、共通の中期目標を達成するために、各団体で、短期（各年度ごと）の取組

を掲げ、いつまでに、何を取り組むか等を具体化し、とりまとめることとした。 

 

○  重点分野に関する取組の中長期目標を設定するにあたり、各団体からの課題

を整理し、それに対しての目標を設定し取り組むこととした。 

 

２．論点 

【中間目標の設定について】 

○  団体の課題より７つの中間目標（案）を整理したが、分類や文言等について適正

なものとなっているか。 

 

○  中間目標を設定するにあたり、全国在宅医療会議が目指すべき方向性を示した

方が良いのではないか。 

 

【中間目標を用いた今後の方向性について】 

○  中間目標を達成するために、各団体は中間目標に沿った形で、今後の団体活

動方針、目標を立案し、実行していくということでよいか。 

 

○  また、中間目標への取組、成果に関する自己評価を 1年に 1度、全国在宅医療

会議にて報告してはどうか。 

 

【国民への普及啓発について】 

○  国民への普及啓発については、各団体とも直接国民に対しての取組は少なか

った。団体の枠を越えて、取り組むべき重要な課題であるため、国民への普及啓

発については、小グループを構成し具体的な取組について議論してはどうか。 
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